
南海電気鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 
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項   目 主な取組み状況等 所      見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模

災害時における旅

客の避難誘導・帰宅

困難者対応に関す

る事項 
（１）地震などの大規

模災害時におけ

る対応体制・訓練

等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

・ 南海電気鉄道株式会社（以下「南海電

鉄」という。）では、異常時における全

社の組織体制、応急措置を定めたものと

して災害対策規程を、鉄道事業部門にお

ける対応として異常事態の警戒・処理要

綱や大震災時の処理要綱を定めており、

これら規程の下に、各主管駅において要

領を制定している。 

・ 各主管駅の要領においては、業務の分

担表を定めており、当務の副駅長・助役

が行動班を編成して、応急処置及び復旧

に努めることとしている。旅客の避難誘

導については、避難経路表を定め、駅務

室内等に掲出している。 

・ 津波対策として、東南海・南海地震に

伴い発生する津波からの円滑な避難に

関する事項を東南海・南海地震防災対策

計画において、津波警報発表時における

旅客及び列車運行の取扱いを津波警報

・ 近年、とくに近畿地区にお

いては、東南海・南海地震等

を想定した防災意識が高ま

っている中、大阪府南部から

和歌山県にかけての鉄道輸

送を担う南海電鉄が果たす

役割は重要である。すでに対

策がとられているものにつ

いては、今後とも実効性を持

つよう教育・訓練等を通じて

現場に浸透させることが重

要であり、利用者の安全確保

の観点から、常日頃から万全

な態勢を整えておく必要が

ある。また、帰宅困難者対策

についても、鉄道駅の公共性

を踏まえて、一時滞留スペー

スの提供や飲料水等の備蓄

品の確保など、自ら取り組む

ことが可能な事柄について

は積極的に実行する必要が

ある。 

 

 

・ 大規模災害発生時にはお

客さまの安全確保を 優先

に対応できるよう、今後も

実効性のある教育・訓練の

充実を図ってまいります。

また、帰宅困難者対策につ

いても、鉄道事業者として

取り組むことが可能な事項

については計画的に取り組

んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）帰宅困難者対応

について 
 

発表時の取扱要綱において制定してい

る。大阪府・和歌山県が発表した津波浸

水想定エリアと避難目安ラインを記載

したハザードマップを従業員に配布す

るとともに、津波避難用看板を設置して

いる。 

・ 平成２５年度における避難誘導訓練に

ついては、駅単位で実施するもののほ

か、警察、消防等と連携した合同訓練を

３回実施している。空港連絡線において

は、共用している西日本旅客鉄道株式会

社とも合同している。また、自治体が主

催する定期的な防災会議に駅長が参加

し、地域防災計画の見直しに関する協議

や防災マップの更新などについて、防災

担当者との連携を図っている。 

 

・ 現在のところ、南海電鉄では、大阪市

危機管理室が主体となった「難波駅周辺

地区帰宅困難者対策ワーキンググルー

プ」に参加し、今年度内の完成を目標に、

帰宅困難者対応マニュアル作りを進め

ているところである。それにあわせ、社

内での研修内容の検討、実施を進めてい

くとしている。また、難波駅の改札外に

おいて一時滞留スペースの検討、飲料水

等の備蓄についても課題整理を行って

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２４年９月には、内閣

府及び東京都が共催し、総務

省、国土交通省、首都圏の地

方自治体や放送・通信・輸送

等関連事業者が参加する「首

都直下地震帰宅困難者等対

策協議会」において 終報告

がとりまとめられ、大規模災

害時における帰宅困難者発

生により生じる社会的混乱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引続き大阪市危機管理室

が主体となる帰宅困難者対

策ワーキンググループに積

極的に参加するとともに、

ワーキングで検討を進めて

いる帰宅困難者対応マニュ

アルに基づき対応を進めて

まいります。 

また、「大規模な集客施設

や駅等における利用者保護
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いるところであり、対応マニュアルの策

定とあわせ、帰宅困難者対策の進展が期

待される。 

 

を防止するため、 

 ・ 「大規模な集客施設や駅

等における利用者保護ガ

イドライン」（大規模な集

客施設や駅等の事業者が

利用者保護を適切に行う

ための参考となる手順等

を示したもの） 

 ・ 「駅前滞留者対策ガイド

ライン」（駅周辺の事業者

や学校等からなる駅前滞

留者対策協議会を設置し

ようとする地方公共団体

において、地域の行動ルー

ルに基づき混乱を防止す

る共助の取組を円滑に実

施する際の参考となる手

順等の具体的な内容を示

したもの） 

 などが策定された。 

・ この 終報告を踏まえ、鉄

道事業者自ら取り組むこと

が可能な事項については、引

き続き積極的・計画的に行う

よう要請しているところで

ある。 

 

ガイドライン」および「駅

前滞留者対策ガイドライ

ン」を踏まえ、鉄道事業者

として取り組むことが可能

な事項については計画的に

取り組んでまいります。 
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２．運賃等に関する事

項 
（１）運賃・料金の誤

表示・誤収受等に

ついて 
 

 

 

・ 南海電鉄においては、過去３年間で４

件の誤収受と２件の誤表示が発生して

いる。 

  このうち、平成２３年８月と同２４年

７月に発生した誤収受については、つり

銭硬貨の誤セットによるものであった。

このため、同社においては再発防止策と

して、ヒューマンエラー防止の観点から

マニュアルの記載事項を変更し、硬貨カ

セット装填確認を複数で行うように改

めるとともに、誤装填防止機能付き硬貨

計算機を導入することにより、誤セット

防止のための取り組みを実施している

ことを確認した。 

  また、平成２５年２月及び同２６年５

月に発生した誤収受については、プログ

ラムの設定ミスによるものであり、プロ

グラムの改修を実施するとともに、メー

カーとも共同して再発防止のための手

続きを策定していることを確認した。 

  更に平成２４年４月及び同年８月に

発生した誤表示については、運賃表作成

のためのマニュアルを見直し、新たな手

順（現場報告内容を確認した一覧表の作

成）をマニュアルに追加することによ

 
 
・ 運賃の誤収受・誤表示を防

止するためには、マニュアル

などの社内ルールに基づき、

職員が適切に実施すること

が不可欠であり、現在社内で

検討している研修等を着実

に実施するとともに定期的

に現場職員を含めた関係職

員の意識を高めるための取

り組み（仕組み作り）を検討

するなど工夫の余地がある

と考える。 

 

 
 
・ 運賃・料金等の変更並び

に機器更新等の際には、マ

ニュアル等に基づき確実な

作業を行ってまいります。

また、本社部門での関係職

員異動時の教育並びに現場

職員に対する意識強化につ

いて検討してまいります。 
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り、再発防止措置を講じていることを確

認した。 

 

・ 南海電鉄においては、問題が発生する

都度、その原因を分析するとともに具体

的な対策を検討し、マニュアルを見直し

新たなルールとして社内で展開してい

ることが確認できた。 

・ しかしながら、社内共通ルールである

マニュアルに関する教育の場は、大きな

運賃改定時などに限られていることか

ら、必ずしも十分な機会が確保されてい

るとは言えない状況にあることが課題

であると認識しており、統括部や業務課

の職員など、運賃の中心的な職員に関し

ては異動の機会などを捉えて組織的な

研修の機会をつくることを検討してい

ることを確認した。 

 

（２）福祉割引につい

て 
 

・ 南海電鉄では、身体障害者及び知的障

害者に対する運賃の割引措置が導入さ

れているが、精神障害者に対する運賃の

割引措置は導入されていない。 

 

・ 障害者に対する割引につい

ては、精神障害者に対する割

引の導入や単独乗車の場合

の距離制限の条件の撤廃、障

害者用のＩＣカード（定期を

除く）の導入等の要望が障害

者団体等から寄せられると

ともに、国会においても精神

・ 福祉割引制度においての

課題として認識しており、

制度のあり方を含め検討し

てまいります。 
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障害者に対する割引の導入

に対する質問が行われてい

るところである。 

・ これらの要望等を踏まえ、

国土交通省では、近畿運輸局

を通じて、南海電鉄に対して

も理解と協力を求めている

ところであり、検討するよう

期待する。 

 

（３）その他 ・ 泉北高速鉄道(株)との乗継運賃控除額

拡大については、両社が現行の所定運賃

から控除額をそれぞれ５０円に拡大す

る予定であることを確認した。 

 

・ 両社をまたがって乗車する

旅客については、他の路線の

乗り継ぎ利用者とは異なる

大幅な控除額拡大を実施す

ることとされており、利用者

から見ればわかりにくい状

況もあると思われる。 

・ このため、利用者に不公平

な運賃であるとの指摘を受

けることが無いよう、利用者

への十分な説明と理解を得

る努力を行うよう努めて頂

きたい。 

 

 

 

 

・ お客さまからご指摘を受

けることの無いよう丁寧な

説明に努めてまいります。 
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３．輸送障害時におけ

る文字による運行

情報の提供に関す

る事項 
（１）ホーム、改札口

付近、車両におけ

る文字による運

行情報の提供に

関する取組状況 
  ① ホーム・改札

口付近におけ

る取組状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 改札口付近においては、列車遅延発生

時に遅延状況等を表示する液晶モニタ

ーを５５駅、７７台設置している。ホー

ムにおいても、異常時案内が可能な案内

盤及び列車接近表示器を１１駅５７台

設置している。 

・ これらは、運輸指令に設置の端末から

登録を行うことで各駅のディスプレイ

に表示するものであり、３列車が１５分

以上遅延・運休した場合に、輸送障害時

の線区・状況・原因・発生時刻等を表示

することとしている。一部のモニター

は、路線図により表示することが可能で

あり、視覚的に分かりやすく表示してい

る。モニターの設置されていない駅で

は、急告板等により輸送障害の状況を掲

出している。 

 

・ 文字による運行情報の提供

は、例えば、緊急時にどのよ

うに対応するのか、また、列

車が遅延した場合に運行再

開を待つか振替輸送を利用

するかなど、次にどのような

行動をとるかを判断するた

めに有意義なものであり、特

に聴覚に障害のある方にと

っては、極めて重要なもので

ある。このため、改札口付近

をはじめ、ホームや車両、通

信端末等において、文字によ

る運行情報の提供箇所・媒体

を増やすなど、充実させるこ

とが期待される。 

 

・ 今後も文字による運行情

報の提供箇所並びに内容等

の充実を図ってまいりま

す。 
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  ② 車両におけ

る取組状況 
 
 
 
（２）ホームページ等

における文字に

よる運行情報の

提供に関する取

組状況 
 

・ 車両については、文字による運行情報

の提供は行われていないが、今後、車両

新造等のタイミングでの導入を検討し

ている。 

 

・ 南海電鉄においては、自社のホームペ

ージにおいて、３０分以上の遅延が発生

している場合、また発生する恐れがある

場合に、線区毎および特急毎にその詳細

を表示することとしている。 

 

４．ＩＣカードに係る

情報管理に関する

事項 

 

・ 南海電鉄では、ＩＣカード乗車券「Ｐ

ｉＴａＰａ」を平成１８年７月から導入

しており、ＰｉＴａＰａに搭載するＩＣ

定期券に関する個人情報を保有してい

る。個人情報については、南海電鉄が定

める「個人情報保護規定」及び株式会社

スルッと KANSAI が定める「ＰｉＴａＰ

ａ個人情報保護規程」「情報管理・取扱

規程」を遵守することに加え、「顧客情

報取扱いマニュアル」及び「駅でのＰｉ

ＴａＰａ業務マニュアル」を定め、例え

ば、氏名、住所等が記載された定期券購

入申込書の取得から管理、利用までの運

用ルールなど、具体的な業務手順や注意

点を解説し現場へ周知している。 

 

・ こうした取り組みの結果、

過去３年間において、個人情

報の漏えい事案は発生して

いないことは評価できる。 

・ 今後とも、個人情報の情報

管理体制を維持するととも

に、職員への教育を徹底し、

情報漏えい防止のための取

り組みを継続することが望

まれる。 

 

・今後も厳正な取り扱いを徹

底するとともに、社員教育

の充実を図り情報漏えい防

止を継続してまいります。 
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・ 本社部門においては、個人情報を閲覧

できる職員を限定した上で、指紋認証に

よるログイン管理（誰がいつ操作を行っ

たのか確認できる）を行い、現業部門に

おいては、ＩＣカードの処理を行う場合

に社員証での認証によって取り扱う係

員が特定できる機器仕様とし、セキュリ

ティ対策が図られている。 

 

・ 職員に対する研修として、情報管理の

みをテーマとするものは実施していな

いが、個人情報保護法の遵守やＰｉＴａ

Ｐａの導入を踏まえた全体教育（入社

時）のほか、平成２３年度には全社員に

対するコンプライアンス研修を実施し、

情報管理の徹底についても周知してい

る。 

 

・ また、平成２４年度には社内での内部

監査において、情報セキュリティポリシ

ーがテーマとされ、関係部署においては

再確認することとなったほか、 近のコ

ンプライアンス情報（社会的な問題とな

った他社における個人情報の漏えい事

案）について、本社から現場の各職場長

あてに周知しており、情報管理における

各職員への意識を高めている。 
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５．その他のサービス

に関する事項 

（１）女性等に配慮し

た車両（いわゆる

「 女 性 専 用 車

両」）について 

 

 

 

・ 平成１５年より、南海線及び高野線方

面からの上りなんば行き８両編成の急

行列車について、平日の朝ラッシュ時間

帯（天下茶屋到着が７：２０～８：３０）

に、先頭から４両目の１両を女性専用車

として設定し、現在まで継続されてい

る。 

 

・ 該当車両の各扉付近と仕切扉にステッ

カーを貼付し、停車駅においては時刻表

やホーム上に乗車位置表示を行い、駅や

車内での放送による周知や案内も行っ

ている。また、会社のホームページにお

いても設定列車のダイヤを掲載してい

る。 

・ 女性専用車両に係る利用者からの意

見・要望は、年間３０件程度（全ての意

見・要望は年間約１，０００件）と少な

く、「拡大してほしい」「廃止してほしい」

の双方の意見はあるが、すでに導入から

１０年以上経過しており、駅などの現場

でのトラブルも少なく概ね定着してい

る。 

 

 

 

 

・ 女性専用車両については、

特に男性利用者の理解と協

力が不可欠であることから、

導入の趣旨及び利用実態等

を踏まえた丁寧な対応を継

続していくことが望まれる。

 

 

 

・ 引き続き丁寧な対応を継

続してまいります。 
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（２）ハンドル形電動

車いすに係る対

応状況 

 

・ 「ＣＳマニュアル」の中で、車いす利

用者や視覚障害者など、お手伝いが必要

なお客さまへの応対として、接客の実践

（声かけ、介助、連絡等）をイラストに

よりわかりやすく説明している。 

 

・ ハンドル形電動車いすに関しては、営

業関係単行達類集「ハンドル形電動車い

すによる乗車について」を定めて、対応

方を周知しており、他の主要な鉄道事業

者と同様に、真にハンドル形電動車いす

が必要な利用者について、デッキのない

一般車両に限り乗車可能としている。 

・ ハンドル形電動車いすの対応実績は、

全線において１カ月あたり１０件程度

と極小であり、現場において特段のトラ

ブルはないとしている。 

 

・ 南海電鉄は、特に関西空港

からのアクセス路線を有し

ていることから、今後は、訪

日外国人によるハンドル形

電動車いす利用について、条

件緩和を踏まえた検討が望

まれる。 

 

・ 引き続き円滑な移動に配

慮するとともに、条件緩和

についても課題として認識

してまいります。 

（３）その他の旅客サ

ービス等 

  ① 外国人向け

の案内情報（表

示） 

 

 

 

・ 南海電鉄は関西空港へのアクセス路線

を有しており、「外国人観光旅客の旅行

の容易化等の促進による国際観光の振

興に関する法律」に基づき、情報提供促

進措置を講ずべき区間が指定されてい

る。 

 

 

 

・ ただし、一部には、ピクト

グラムが付記されていない

ものもあり、今後は、このピ

クトグラムを一層活用し、外

国人旅客に対しても、さらな

る分かりやすさを追求する

ことに期待したい。 

 

 

・ 今後も多言語表示だけで

なくピクトグラム等も活用

しながら、今まで以上に外

国人のお客さまにわかりや

すい案内及び情報提供に努

めてまいります。 
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・ このため、特にターミナルのなんば駅

においては、改札口や発着ホーム、乗車

券販売窓口などで４カ国語（日本語、英

語、中国語、韓国語）による案内表示を

行っているほか、列車の行先案内表示器

や、新型の自動券売機では２カ国語（日

本語、英語）での対応となっている。な

お、列車の行先案内表示器については、

今後の更新時期に合わせて、視覚的に分

かりやすいＬＣＤ（液晶ディスプレイ）

により４カ国語表示を行う予定として

いる。 

 

・ 改札口付近（外）には、自動券売機付

近を中心に駅構内を巡回しながら、困っ

ている利用者に積極的に声をかける案

内係を配置し、その他にも、空港特急「ラ

ピート」のりば（ホーム）では、女性係

員が、日本語に続いて英語による列車案

内を自らの肉声の放送によって行うな

ど、外国人のみならず Face to Face に

よる丁寧な案内に努めている。 

 

・ また、南海電鉄では、主要な３路線（南

海線・空港線・高野線）ごとに、特徴的

な色とデザインを用いた分かりやすい

ピクトグラムを作成し、文字による案内
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表示に付記している。 

 

  ② 外国人向け

の案内情報（案

内所） 

 

・ 平成２４年度からは、訪日外国人対応

として、関西空港駅に設置したオープン

カウンター「南海ツーリストサポートセ

ンター」で、タブレット型コンピュータ

ー「iPad」や通訳サービス（英語・中国

語・韓国語）を使用した案内を行い、ま

た、乗り換えの際に便利な駅ナンバリン

グを全駅で導入し、外国人旅行者をサポ

ートするための充実した情報サービス

を提供している。 

 

・ とくに、６年後の平成３２

年（２０２０年）に開催予定

の東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けて、東京のみ

ならず全国において、これま

で以上に多くの外国人や移

動制約者への対応が必要に

なると考えられることから、

今後、会場や日程等の具体的

な内容が決定していくに伴

い、サービススタッフの更な

る増員や配置等、適切に対応

することが望まれる。 

 

・ 引き続き外国人のお客さ

まにもご利用いただきやす

い環境の整備に向けて検討

を進めてまいります。 


